
＜サービス利用料金（１日あたり）＞ 

 下記の料金表によって、ご契約者の障害支援区分に応じたサービス利用料金から、介護給

付費額を除いた金額（利用者負担）をお支払いいただきます。（個別減免等の負担軽減措置

が別途ございます。） 

 

福祉型短期入所サービス費（Ⅰ）・・入退所日に昼食を提供した場合       

 （1単位＝10.18） 

１．ご契約者の障

害支援区分とサ

ービス利用単位 

短期入所Ⅰ 

区分 6 

923単位 

短期入所Ⅱ 

区分 5 

784単位 

短期入所Ⅲ 

区分 4 

648単位 

短期入所Ⅳ 

区分 3 

583単位 

短期入所Ⅴ 

区分 2 

509単位 

短期入所Ⅵ 

区分 1 

509単位 

 

◎その他の加算 常勤の管理栄養士又は栄養士が配置されている場合          

22単位／日 

           短期利用加算 

              年間利用日数の初期の 30日のみ            30単位／日  

送迎加算                              186単位／日 

緊急短期入所受入加算（Ⅰ） 

介護者の疾病等やむを得ない事情により緊急でサービスを提供した場合 

                             270単位／日（7日まで） 

☆ご負担いただく金額については、市町村が発行する受給者証に記載された金額の範囲内

の額、及び食費、光熱水費といたします。 

 

 

 

福祉型短期入所サービス費（Ⅱ）入退所日に昼食を提供しなかった場合  

  （1単位＝10.18円） 

１．ご契約者の障

害支援区分とサ

ービス利用単位 

短期入所Ⅰ 

区分 6 

602単位 

短期入所Ⅱ 

区分 5 

527単位 

短期入所Ⅲ 

区分 4 

318単位 

短期入所Ⅳ 

区分 3 

240単位 

短期入所Ⅴ 

区分 2 

173単位 

短期入所Ⅵ 

区分 1 

173単位 

 

  



（２）介護給付費の対象外のサービス 

 下記のサービスについては、介護給付費の対象とならないため、サービスの提供をご希望

される場合には、別紙の記載に従いサービスを提供し、所定の料金をお支払いいただきます。 

 

 ①食事の提供に要する費用 

      《食事提供加算  非該当》         《食事提供加算   該当》 

             朝 食   456円               朝 食   260円 

             昼 食   520円               昼 食   370円 

             夕 食   520円               夕 食   340円 

                                             （食材料費） 

※ 上記金額に利用日数を乗じた額を請求します。 

※ 低所得者の方は、食事提供体制加算として１日あたり 48 単位が市町村から

支払われます。 

※  

②光熱水費 

        日額 329円 

※ 上記金額に利用日数を乗じた額を請求します。 

③特別なサービスの提供とこれに伴う費用 

（特別な設備、特別な娯楽の提供） 

④介護給付費から支給されない日常生活上の諸費用 

（日常生活用品の購入代金等） 

⑤やむを得ない事情により自費でサービスを利用する場合の利用料 

 


